
＊他にも町にはさまざまな補助金・助成金があります。詳しくは日野町のホームページをご覧ください
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水道供用区域は下水道へ接続し
ていること、日野町内の業者に
工事を発注すること、本年度中

（H28.3.31まで）に工事を完了す
ること、町の認定を受けた後、工
事に着工すること、工事費（助成
対象）が20万円以上であること。
▶補助金額…最大10万円の助成
券を発行します（施工業者へお支
払の際に本助成券を使用できます）
▶受付期間…4月20日（月）から
予算額に達するまで（予算範囲を
超えた時点で終了）＊対象工事の
要件等は、昨年と変わりありませ
ん。詳しくは担当課へお問い合わ
せください。
◆申請・問い合わせ先
商工観光課　☎� 6562

■�太陽光発電の設置に
対する助成
▶対象者…●次の要
件をすべて満たす
方・町内に居住する個人住宅の所
有者または居住されている方
・過去にこの事業の補助金を受け

ていない方
・町税や使用料、町の各種融資の

償還に滞納がない方
▶条件…町内に本社を有する法人
か個人の施工業者を利用すること
▶助成金額…太陽光発電出力１ｋ
Ｗ当たり3万円、最高10万円
※千円未満切り捨て（助成金は町
が指定する商品券で交付します）
▶助成金の申請について…本人ま
たは委任する代行者（太陽光発電
設置に係る日野町内の事業者）▶
助成金の申請に必要な書類…町税
等の完納証明書、住民票記載事項
証明書または、居住が確認できる
証明等、町内の施工業者が確認で
きる契約書等、その他、交付要綱
に基づく書類＊申請書など必要書
類は住民課にて配付します。▶そ
の他…実績報告書の提出時に添付

　■�日野町不妊治療費補助金
　　▶対象となる
治療…保険外診療
分となる一般不妊
治療（人工授精）
と特定不妊治療（体外受精及び顕
微授精）▶対象者…平成27年4
月1日から平成28年3月31日ま
でに治療を終了する方で、以下の
条件を満たす方。
・法律上の婚姻をしている方
・日野町内に居住している方
・町税の滞納のない方
・夫婦の所得が730万円未満の方
・特定不妊治療の場合は、県の助

成を受けている方（ただし、県
の助成対象回数を超過している
場合には、助成可能とします）

▶助成額…○一般不妊治療の場
合、治療費の1/2（1回の治療につ
き、上限10万円）○特定不妊治
療の場合、治療費から県の助成額
＊を控除した額の1/2（1回の治療
につき、上限10万円）＊県から
の助成（滋賀県不妊に悩む方への
特定治療支援事業）については滋
賀県ホームページをご参照くださ
い。▶助成回数…通算15回を限
度に助成（H26年度までに助成を
受けた回数も含みます）▶申請方
法…申請書類は保健センターにあ
ります。詳しくは保健センターま
でお尋ねください。▶補助金申請
期限…平成28年3月末まで（た
だし、不妊治療が終了した月が3
月である場合に限り、平成28年
4月30日までになります。）
◆申請・問い合わせ先
　日野町保健センター ☎� 6574

地域住民生活等緊急支援交付金

　■�日野町住宅リフォーム
　助成券交付事業
▶条件…申請者が住宅を
所有していること、公共・農村下

資料として、電力会社との電力受
給契約書の写しや完了写真が必要
です。
◆問い合わせ先　
　住民課　生活環境交通担当
　☎� 6578

■�合併処理浄化槽
の補助金
浄化槽設置整備事業補助金

◎個人に対して補助します。
▶対象地域…西明寺・平子・熊野・
青葉台・第３緑ヶ丘、その他今後
も下水道整備が見込まれない地域

（集落の外れなど）▶補助対象…
住宅用として合併処理浄化槽を新
規に設置する場合の工事費用※店
舗等併用住宅については、住宅部
分の床面積が1/2以上であること
▶補助金額（上限）
　5人槽 332,000円　　　
　6〜7人槽 414,000円　　　
　8〜50人槽 548,000円　　　
▶その他…単独処理浄化槽から合
併処理浄化槽に転換される場合
は、この設置補助に加えて、単独処
理浄化槽の撤去費用も補助対象と
なります。（撤去費用に対する補
助金額の上限は90,000円です）

浄化槽維持管理事業補助金
◎組合に対して補助します。
▶対象地域…西明寺・平子・熊野・
青葉台・第３緑ヶ丘▶補助対象…
住宅用の合併処理浄化槽を維持管
理するのに必要な経費※保守点検
費・水質検査費・清掃費・法定検
査手数料その他維持管理に必要な
経費▶補助金額…（上限） 合併処
理浄化槽1基あたり年間27,000
円▶その他…単独処理浄化槽は対
象となりません。
◆問合せ先
　上下水道課　下水道担当
　☎� 6579
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